
  

精神障害者 

大家さん・管理会社さんの SOS に応えます! ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 対 象   江戸川区精神障害者居住支援事業を利用し入居した方 

 

〇 期 間   入居日から 2 年間もしくは次回更新までのいずれか早い方まで 

 

〇 対応内容   

 

① 不動産事業者、管理会社、家主から連絡を受けたあと、本人の状態確認 

 

② 不安定な場合、支援者、関係機関への連絡調整 

 

③ 不動産事業者、管理会社、家主からの随時相談対応 

 

④ その他、不動産事業者、管理会社、家主から依頼のあったもののうち、協議の上

対応可能なもの 

 
〇 対応できないもの 

 

① 自傷、他害の恐れがある場合 

→ すぐ１１０番通報してください 

 

② 部屋の片づけ、介護など直接の作業 

→ 作業を伴うもの(ヘルパー業務)などは福祉サービスで実施 

 

③ その他、居住支援相談員が対応できないことが生じた場合 

→ 協議の上対応をお断りする場合があります 

 

 

 

 

 

                 健康部保健予防課精神保健係 03-5661-2479 

 

〇 居住者の様子がおかしい(大声で騒ぐなど) 

〇 居住者がトラブルをおこしている、原因は精神的なもの? 

〇 入居者について相談に乗ってほしい 

〇 その他 

〇 地域活動支援センターえどがわ      03-5879-0708 

〇 地域活動・相談支援センターかさい    03-5679-6445 

〇 地域活動支援センターこまつがわ     03-5858-6421 



  

 

 

 

〇 対 応 例 
 

＜ 状 況 ＞ 
  

精神障害の方にアパートを貸したが３ヵ月ほどして近所から大家さんに苦情があ

った。「何やら大声で騒いでいる、怖いし何とかしていただけませんか」と言う内容で

あった。 

１度目は勇気を出して注意しに行って、静かにしてもらった。 

しかし、しばらくすると、また同じ苦情が来た。大家さんはたまらず不動産屋さん

に対応を依頼した。 

不動産屋さんもどうしていいものか困ってしまった。しかし、不動産屋さん担当者

は思い出した。この方は江戸川区居住支援事業で入居した方でした。 

さっそく地域活動支援センターの居住担当に状況を話して対応を依頼した。 

 

＜居住支援緊急時対応事業担当、地域活動支援センターの対応経過＞ 
 

居住支援緊急時対応事業(地域活動支援センター)の居住担当が本人に会いに行っ

た。本人は大声を出してしまったことは理解していた。理由を聞くと 

「コロナで仕事の時間も減らされてクビになるのではないかと怖くなり、ストレス

から思わず大声を出してしまった」 

 

居住支援緊急時対応事業担当者から大声を出しそうであったら、まず布団をかぶっ

てやり過ごすのはどうだろうか? また、電話相談をして良いよ等々話をしたら、アド

バイスを聞き入れ、その後は何事も無く過ごすようになった。 

 

 

＜地域生活を安定させるために利用できる主な事業＞ 
 

〇【地域定着支援】２４時間の連絡・相談体制を確保する。 

 

〇【地域生活安定化事業】月２回以上訪問して相談などの支援をする。 

 

〇【家事援助】障害の程度に応じヘルパーなど派遣。 

 

〇【生活介護（通所）】介護保険のディーケアと同じ通所サービス。 

 

〇【自立訓練（生活訓練）】自立した生活が送れるように訓練をする。 

 

 






